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（午後２時００分開会） 

○事務局   ただいまから令和７年度第１回堺市住生活審議会を開催いたします。 

  委員の皆様には、何かとご多用の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

  私は、本日の司会を務めさせていただきます、住宅施策推進課の武田でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  本日の審議会は、最初の議題で会長及び副会長を選出いただくことになっておりますので、

会長が選出されるまでの間、僭越ではございますが、私が進行を務めさせていただきますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、本日出席いただいております委員は、定足数に達しておりますので、ご報告いたし

ます。 

  また、本日の審議会は公開することになっております。後日、審議会の会議録の概要を作

成し、各委員へ確認を行った上で、本市のホームページに掲載させていただきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

  傍聴者におかれましては、受付でお渡ししました傍聴における遵守事項をお守りいただき

ますようお願いいたします。 

次に、本日の資料を確認させていただきます。上から、議事次第、委員名簿、資料１「さ

かい 魅力・安心 住まいプラン一部改定案の骨子」、資料２、Ａ４横１枚の「改定スケジュ

ール（案）」、参考資料が１、２、３、４でございます。続いて、「堺市住生活審議会条

例」、「堺市住生活審議会条例施行規則」でございます。資料の不足等がございましたら、

事務局へお知らせください。よろしいでしょうか。 

  続きまして、委員の皆様方をご紹介させていただきます。委員名簿の順にご紹介させてい

ただきます。 

  まず、摂南大学理工学部建築学科教授、池内委員です。 

○池内委員   池内です。よろしくお願いいたします。 

○事務局   近畿大学建築学部建築学科講師、佐野委員です。 

○佐野委員   佐野です。よろしくお願いいたします。 

○事務局   大阪公立大学大学院生活科学研究科教授、松下委員です。 

○松下委員   松下です。よろしくお願いいたします。 

○事務局   武庫川女子大学生活環境学部生活環境学科准教授、水野委員です。 

○水野委員   水野です。よろしくお願いいたします。 

○事務局   弁護士、山本委員です。 

○山本委員   山本です。よろしくお願いいたします。 

○事務局   堺市議会議員、萱野委員です。 

○萱野委員   萱野です。よろしくお願いします。 
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○事務局   堺市議会議員、加藤委員です。 

○加藤委員   加藤です。よろしくお願いします。 

○事務局   堺市議会議員、西川委員です。 

○西川委員   西川です。よろしくお願いします。 

○事務局   堺市議会議員、広田委員です。 

○広田委員   広田です。よろしくお願いします。 

○事務局   堺市議会議員、小堀委員です。 

○小堀委員   小堀です。よろしくお願いいたします。 

○事務局   堺市自治連合協議会副会長兼書記、岸本委員です。 

○岸本委員   岸本です。よろしくお願いします。 

○事務局   大阪ガスネットワーク株式会社エネルギー・文化研究所主席研究員、小西委員

です。 

○小西委員   小西です。よろしくお願いします。 

○事務局   大阪府都市整備部理事、中岡委員です。 

○中岡委員   中岡です。よろしくお願いします。 

○事務局   独立行政法人住宅金融支援機構近畿支店副支店長、柴委員です。 

○柴委員   柴です。よろしくお願いします。 

○事務局   独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長、佐藤委員です。 

○佐藤委員   佐藤です。よろしくお願いします。 

○事務局   大阪府住宅供給公社整備推進部長、中野委員です。 

○中野委員   中野です。よろしくお願いします。 

○事務局   なお、和歌山大学観光学部観光学研究科教授、堀田委員におかれましては、ご

都合により欠席との連絡をいただいておりますので、ご報告させていただきます。 

  議事に先立ちまして、休場建築都市局長よりご挨拶を申し上げます。 

○建築都市局長   建築都市局長の休場でございます。皆様、本日はお忙しい中、本審議会

にご出席賜りまして誠にありがとうございます。日頃、堺市の住宅行政へのご提言をいただ

き、また、市政の各般にわたり、格別のお力添えを賜り、この場をお借りして厚くご礼申し

上げます。 

  まず初めに、本来であれば、本審議会の委員委嘱後、早期に審議会の開催をすべきところ、

お忙しい年度末の時期の開催となったことをお詫び申し上げます。今後、本審議会の適切な

時期の開催と、円滑な運営に努めてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願

いいたします。 

  また、本市議会は、本市の住生活に関する施策の推進に当たり、多岐にわたる住宅施策に

関して調査審議していただく重要な場でございます。本日は、本市の住宅政策の方向性を示
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すさかい 魅力・安心 住まいプランの一部改定案の骨子をはじめとしまして、空き家やマン

ションなどに関する居住環境形成、泉北ニュータウンなどの公的住宅の供給及び管理の在り

方、また、セーフティネット住宅などの民間住宅に係る施策の在り方など、本市の住宅施策

に関し、ご意見等をいただければ幸いでございます。 

  昨今の自然災害の発生、また、人口減少や高齢化など、社会経済情勢の変化を的確に捉え

つつ、住生活に係る施策を進めていく必要性がますます高まっていると考えてございます。

皆様方の一層のご指導・ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げまして、私の挨拶と代え

させていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

○事務局   それでは、次第の２、「会長、副会長の選出について」に参ります。会長及び

副会長の選出につきましては、堺市住生活審議会条例第５条第１項によりまして、委員の互

選により、これらを定めることとなっておりますので、これに基づき選出をよろしくお願い

いたします。 

  まず、会長の選出につきまして、ご発言がございましたらお願いいたします。 

  水野委員お願いします。 

○水野委員   これまでに引き続き、建築、防災がご専門で、また、住宅や空き家等をはじ

め、幅広くご研究を実践されている池内先生にお願いできればと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○事務局   ただいま池内委員を会長にとのご推挙がございました。会長の選出について、

その他ご発言等ございませんでしょうか。 

  それでは、会長の選出についてお諮りさせていただきます。池内委員に会長にご就任いた

だくことでご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局   ご異議なしということですので、池内委員が会長に選出されました。 

  それではお手数ですが、池内委員は会長席へご着席をお願いいたします。 

  以降の議事は、会長にお願いいたします。 

○池内会長   皆様、摂南大学理工学部建築学科の池内でございます。僭越ですけれども、

ご選出いただきましたので、会長職を務めさせていただきます。 

  委員の先生方におかれましては、各分野の優れたご知見の中から有意義なご意見を賜りま

すようによろしくお願いいたします。会議の円滑な運営にご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

  それでは続きまして、副会長の選出に参ります。本件につきましても、委員の互選による

こととなっておりますが、慣例により、これまで議会選出の委員にご就任をいただいており

ます。従いまして副会長につきましては、従前どおり、議会選出の委員の中からお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○池内会長   ありがとうございます。ご異議ございませんので、副会長につきましては、

議会選出の委員の皆様からご選考をお願いいたします。 

  副会長の選出について、ご発言がございましたらよろしくお願いいたします。 

  西川委員、よろしくお願いいたします。 

○西川委員   副会長には加藤委員を推薦いたします。 

○池内会長   ありがとうございます。ただいま西川委員より、加藤委員を副会長にとのご

推挙がございました。 

  ほかにご発言はございませんでしょうか。 

  それでは、お諮りさせていただきます。加藤委員に副会長にご就任いただくことでご異議

ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○池内会長   ご異議なしと認めます。加藤委員が副会長に選出されました。 

  それでは、加藤委員は副会長席へご着席をお願いいたします。 

  副会長の加藤委員からも一言お願いいたします。 

○加藤副会長   堺市議会議員の加藤です。ただいま、皆様のご推挙によりまして、副会長

にご選任いただきました。まずもってお礼申し上げます。今般、この堺市住生活基本計画の

一部改定の議論も進んでいくと思います。ぜひ活発な議論をいただきまして、また私も会長

を補佐して、円滑な会議の運営のサポートをしていきたいと思っていますので、よろしくお

願いいたします。 

○池内会長   ありがとうございました。 

  それでは、議事次第に従いまして進めてまいります。議事次第の３、「さかい 魅力・安

心 住まいプランの一部改定について」に参ります。 

  まず、事務局から資料に基づき説明があります。よろしくお願いいたします。 

○事務局   住宅施策推進課、平井と申します。 

  さかい 魅力・安心 住まいプランの進捗状況と一部改定の骨子についてご説明させていた

だきます。使用いたしますのは資料１、資料２、参考資料１でございます。 

  まず、参考資料１をご覧ください。こちらは、さかい 魅力・安心 住まいプランの計画期

間のうち、中間年次としての各計画の進捗について整理したものになります。表紙の目次に

記載しておりますとおり、１.進捗状況の概要、２と３は成果指標と施策を個別に整理した

ものですが、１.進捗状況の概要のところを使って説明いたします。 

  資料をおめくりいただきまして、１ページをご覧ください。堺市住生活基本計画の概要で

す。本計画は、本審議会の答申を受けて、市の住宅政策の方向性を定めたもので、計画期間

は令和３年度から１２年度までの１０年間です。 
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  本計画は３つの基本理念と、暮らし、ストック、住環境の視点から７つの基本目標を定め、

基本目標を受けた政策展開の方向性を示しています。また、基本目標に対応する成果指標を

設定しています。 

  ２ページ以降が、成果指標の進捗状況の概要です。成果指標の進捗と施策の取組状況を踏

まえ、中間評価案として整理しています。成果指標は１５項目で、二重丸が「おおむね目標

水準かそれ以上」、丸が「目標水準未満だが目標値に近づいている」、三角が「目標値から

遠ざかっている」に分類し整理しております。指標は中間値が出そろい、１５項目中二重丸

が６項目、丸が６項目、三角が３項目となり、おおむね目標値に向かって進んでいます。 

  続いて、３ページが成果指標の一覧になります。それぞれの指標について、太線枠が現状

の値を示しており、左側は計画策定時の値、右側が目標値です。 

  ４ページから６ページにおいて、暮らし、ストック、住環境の視点で各々の成果指標と取

組状況の進捗や、今後の取組課題を整理しています。 

  ４ページをご覧ください。暮らしの視点では、指標５項目のうち２項目が目標水準以上と

なりました。②子育て世帯で見た誘導居住面積水準達成率が低下傾向となりました。その要

因としましては、全国平均や他の政令市の多くでも低下傾向となっていることから、感染症

被害や経済情勢が子育て世帯の住み替え控えに一定影響しているのではないかと考えていま

す。 

  ４ページの下段、今後の取組課題としましては、様々な居住ニーズに対応する相談や支援

の体制整備は、堺市居住支援協議会の設立など整備を進めていますが、引き続き関連団体等

との連携強化や子育て世帯等の住み替えや市内定住をさらに促進することが必要であると考

えています。 

  続いて、５ページです。住宅ストックの視点では、指標４項目のうち、目標水準以上が２

項目となりました。⑧居住目的のない空き家数は、目標値以下に抑えるとした目標戸数を超

える進捗となりました。 

  今後の取組課題としては、相続等によって保有している空き家を市場に誘導し、適正管理

や利活用の促進をしていくことが重要であり、空き家の予防や利活用施策の更なる促進を図

っていくことが必要であると考えています。 

  ６ページをご覧ください。住環境の視点では、指標６項目のうち２項目が目標水準以上と

なりました。⑫泉北ニュータウンの３９歳以下の人口割合は、目標とする推計値を下回る結

果となりました。 

  今後の取組課題としては、公的賃貸住宅の活用地における良好な住宅の確保や、民間住宅

においても若年子育て世帯の転入や定住の促進を図っていくことが必要であると考えていま

す。 

これらの進捗状況も踏まえ、今回の改定は基本理念や基本目標、計画の骨格は踏襲しつつ、
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住生活に関連する法律の改正等を受けた一部改正を行おうとするものです。 

  続きまして、資料１をご覧ください。さかい 魅力・安心 住まいプランの一部改定の骨子

についてです。まず１ページです。本プランの位置づけについてです。本プランは、住宅分

野に係る計画である堺市住生活基本計画と、部門別計画として堺市空家等対策計画とで構成

しています。また、マンション管理適正化推進計画は、令和２年の法改正を受けて、令和４

年に策定しています。 

  続いて、２ページです。主な改定のポイントとして、ご覧の５項目となります。法改正と

の整合、上位計画等との整合、関連施策の進捗等の反映、住生活を取り巻く動向の反映によ

る一部改定を行い、併せて、マンション管理適正化推進計画を分野別計画として本プランへ

統合しようとするものです。 

  分野別で一部改定の概要をご説明いたします。３ページをご覧ください。まず、住宅セー

フティネット法関連です。令和６年の法改正において、新たに居住サポート住宅が明記され、

安否確認や訪問等による見守りがついている賃貸住宅を認定する制度が始まりました。また

居住支援関係団体や不動産関係団体等と市で構成する堺市居住支援協議会を令和７年３月に

設立し、居住支援について連携体制の強化を図っています。 

  続いて、４ページです。空き家関係としまして、空家等対策の推進に関する特別措置法が

令和５年に改正されました。まず活用の拡大の視点から、空き家の管理・活用を図る団体を

空家等管理活用支援法人として指定する制度が追加されました。その他、周辺環境に著しく

影響を与える可能性のある特定空家等に加え、特定空家等に至らないがこのまま放置すれば

特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等として、管理不全空家等が追加され、

管理不全空家等への指導・勧告も位置づけられました。また、民法の特例として、市町村に

よる財産管理人制度についても位置づけがされました。本市の取組としましては、①子育て

世帯等に対する空き家購入の補助や空き家を含む除却費の補助を行っており、②空き家の発

生や予防策として、支援法人とも連携し今後はアウトリーチ型で空き家所有者に対する啓発

支援を行う予定です。また、③、④空家等管理活用支援法人について、令和７年４月から弁

護士や宅建士等が所属する法人を２者指定し、民間法人によって空き家の相続から活用まで

伴走的支援を行っています。ワンストップ相談窓口では、１年間で１００件以上の相談を受

け、空き家の活用支援を進めています。 

  続きまして、５ページをご覧ください。マンションの管理・再生関連です。マンションに

ついては建物上の老朽化や居住者の高齢化の２つの老いの進行に対応するため、マンション

の管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの再生等の円滑化に関する法律が令和７

年に改正されました。民間団体との連携を強化するため、マンション管理適正化支援法人の

登録制度が創設され、また、マンション再生では、建て替え以外の多様な手法が法に位置づ

けられるなどの改正が行われました。本市では、①分譲マンション専門家派遣事業として、
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マンション管理士を派遣する制度を令和７年度から開始し、今年度は６団地へ支援を行って

います。②マンション管理適正化支援法人については、令和８年３月から登録制度を開始し

ました。また、建て替え以外の敷地売却や取り壊しなど、新たな枠組みにも対応できるよう、

今後、効果的な支援策の検討を行っていく予定です。 

  なお、６ページ以降は計画の枠組みとただいまご説明いたしました内容を受けた主な改定

箇所を新旧対照表と併せてお示ししていますので、ご参照いただければと思います。詳細の

説明は今の説明と重複しておりますので、割愛させていただきます。 

最後に、今後の一部改定のスケジュール案です。資料２をご覧ください。本日、骨子を中

心にご意見をいただき、次回は令和８年夏頃の審議会に本日のご意見を踏まえ作成する本編

素案を再度ご報告させていただきたいと思っています。その後、案として取りまとめを行い、

パブリックコメントを経て、来年２月以降に本審議会に諮問させていただき、答申を受けて、

８年度末の改定に向けて進めていきたいと考えております。本日、プランの一部改定案の骨

子についていただいたご意見につきましては、次回ご意見に対する対応案をお示しし、素案

として審議していただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  説明は以上です。 

○池内会長   ありがとうございました。 

ただいまの事務局のご説明では、これまでの現計画案の進捗、それから今回改定していく

内容に関連した報告がございました。計画期間内ということで、大きな理念や方針は現計画

を踏襲し、それから法改正等により変更や更新のあったものは反映していきたいということ

でございました。併せて、今後のスケジュールについては、本審議会等で本日ご意見を伺い

ながら、来年度夏頃に素案を報告して、年度末の答申、改定とのスケジュールを考えている

ということでございました。 

  ここからは、委員の皆様にご意見をお伺いしていきたいと思います。内容について多岐に

わたるのではないかと思われますので、特に決めずに進めてまいりますので、どうぞご意見

がおありになる方は挙手にてお願いいたします。いかがでしょうか。 

山本委員、お願いいたします。 

○山本委員   山本です。 

  非常に内容が充実した案だと思います。今回新しく堺市マンション管理適正化推進計画も

こちらのプランに入ってくるということで、主にマンション政策について、３点ほど意見を

述べさせていただきたいと思います。まず１点目ですけれども、区分所有者の所有者責任と

いうものと、行政の支援という部分を少し明確に分けて記載したほうがよいかと思っており

ます。空き家に関する部分では、素案の中で所有者管理の原則というのがはっきりと書かれ

ていたと思うのですけれども、マンションではそういうところが見当たらないと思いました。

やはり行政が支援をする前に、まず区分所有者の方、マンション管理組合がしっかりした管
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理をした上での行政支援であることが必要であると、そうでなければ、今後のモラルハザー

ドといったリスクにもなりますので、そこは明確に示していくべきではないかと考えており

ます。 

  ２点目は、今回のマンション再生につきまして、区分所有法の改正により多数決割合が緩

和されています。ただ、緩和された賛成の割合がぎりぎりである場合では、それだけ反対者

が多いということになります。事業を円滑に推進していく上でも、やはり多数決が緩和され

たから進めていきましょうということではなくて、やはりできる限り少数者の方に理解を得

ながらこの手続は進めていくものなのだということを行政としてしっかりと発信していく必

要があると考えております。 

  最後は、そもそもこの管理不全の問題というものをどのようにして把握していくのかとい

うところについてですけれども、この点につきましては、既にアンケートなどでしっかり調

査をしているというようには伺っておりますけれども、おそらく管理不全のマンションであ

ればあるほど、アンケート等についての回答率が下がってくるかと思います。今回マンショ

ン管理適正化法の改正により、報告徴収や立入検査の権限等が出ていますので、行政として

どういった場合にこの権限を使っていくのかということは、この計画に反映させるものでは

ないのかもしれないですけれども、行政内のガイドラインとして定めていく必要があるかと

考えております。 

  以上になります。 

○池内会長   ありがとうございます。事務局から今の時点で何かございますか。 

○住宅施策推進課   ありがとうございます。行政の役割と区分所有者の役割についてとい

うところはご相談を受ける際にも悩みながら受けるところだったりするのですけれども、令

和５年度の実態調査で、マンションの区分所有者さんに対して適正に管理してくださいとい

うチラシも入れて啓発を行っております。 

  あと、再生の中で決議要件が緩和されたからといっても、より反対者の理解を得ていく必

要があるというところで、堺市でも建替組合を２件認可したのですけれども、認可手続とは

別ではあるのですけれども、区分所有者が再生を進める中で丁寧に進められるということが

非常に重要というのはご相談を受けたりする中で感じたところでございます。 

  また、管理不全のほうはアンケートで把握していて、やはり管理不全な状況になっていけ

ばなっていくほど回答が得にくいんじゃないかというようなお話をいただいたのですけれど

も、やはりそこは実態調査の中でも感じ取っているところでございまして、調査をしていっ

て、最後は理事長さんのところを直接訪問し聞いていくというようなところで聞いていける

というようなところもありましたので、そういったところは、計画とは別に実務的なところ

で考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

○池内会長   ありがとうございました。 
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  ほかにいかがでしょうか。 

  水野委員、お願いいたします。 

○水野委員   ご説明ありがとうございます。今回一部改定ということで、改定のポイント

ということでご説明いただいている中では、やはり法改正との整合というところが大きくあ

るんだろうというふうに拝見しておりました。それはそれでいいかなと思うのですけれども、

一方で今、中間年度ということで、進捗状況についてもご説明いただいたわけですけれども、

やはり５年の一旦チェックのタイミングということもありまして、別に指標を達成するとい

うことが目的ではないとは思うのですけれども、進捗がこのまま行ってもちょっと目標達成

が危ぶまれるかなというような項目が幾つかありますので、そのあたりについての新しい記

載といいますか、計画の中に少し方向性を見直していくような工夫というのがあるのかない

のかというところをお伺いしたいなと思いました。いかがでしょうか。 

○池内会長   おそらくほかの委員も気になるところがあると思いますし、目標達成につい

ての三角の部分と言ってしまってよいのかどうかですが、同じようなご意見をもしお持ちの

委員がほかにもいらっしゃいましたら、今一緒にご意見を。 

  小堀委員、お願いします。 

○小堀委員   私もこの中間評価を見せていただいて、水野委員と同じ思いといいますか、

実際に住んでいる者からすると、三角のところがバツという項目があればバツをつけたいな

と正直に思うところがあります。泉北ニュータウン、全人口に対する３９歳以下の人口割合、

これは計画策定時より後退しているというところで三角ですけれども、私はこれはバツでは

ないかなと、ここに記載されているのが、その人口割合は低下傾向で推移しており、若年人

口の転出超過の傾向が継続しているとありますけれども、この５年で本当に転出をしたのか、

あるいは世帯がそのまま年齢階層が上がっていたのか、いったいどちらなのかなという点も

非常に気になるところです。併せて、驚いたのですけれども、この一部改定案の骨子のほう

で、このニュータウンの未達の目標を後退をさせるというような話があって、それ以前に中

間時点でこのニュータウンに関する目標すら達成できなかった、その原因は何だというふう

に分析をしておられるのか、先にまずはお伺いを私はしたいなと思いました。 

  以上です。 

○池内会長   ありがとうございました。どうでしょうか。同じように目標達成についての

三角の項目が空き家の指標にもあります。 

佐野委員、お願いいたします。 

○佐野委員   佐野でございます。 

  私も同じように、三角のところはちょっと気になっていまして、特に居住目的のない空き

家数は今からまだ増えていくような気がしております。これは人口が減っていくということ

を考えると仕方がないところではありますので、これを指標にするべきなのかどうかという
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ところがちょっと気になっています。居住目的のない空き家数が問題なのではなくて、管理

不全になっている空き家が問題であると思いますので、指標を考え直すということも検討し

てみてはいかがかなと考えております。 

○池内会長   ありがとうございます。ほかにありますでしょうか。 

加藤委員、お願いいたします。 

○加藤副会長   指標のところで、例えば住生活基本計画改定案の成果指標が出ていまして、

これも１２年度までの目標という形になっていると思うのですけども、これが成果指標で例

えば住宅の耐震化率では令和１７年度の目標値でおおむね解消ということで、住宅の耐震化

率という指標自体は必要なのかなと思っているのですけど、やはり施策と目標、どこまでに

何をやるかというところをしっかり示す意味でも、目標年度とこの計画期間と一致している

のが必要かなと思いますので、またそのあたりもご検討いただければと思います。 

  以上です。 

○池内会長   ありがとうございます。 

  一度ここまでで質問を中断したいと思います。今の目標達成についての三角の指標の理由

として、小堀委員のおっしゃった年齢階層がそのまま上がったことによるものなのか、転出

によるものかみたいなところは回答しやすいのかなと思いますけれども。 

  それから、今後に向けた指標を変えるというか追記するというか、どういうふうにやって

いくのがいいかということについて、それについても何かお考えになったことまでで結構で

すので、お願いいたします。 

○住宅施策推進課   ニュータウンのほうからご説明させていただきますと、内容としては

２５歳以下の方で世帯分離をして転出する傾向が比較的あって、そのときの転出超過という

のが３９歳以下の割合を下げてしまっていると思っています。ただ子育て世帯や、３５歳台

などになりますと、そういった傾向というのは少なくなってきますので、そういうところで

は結構ニュータウンにお住まいになりたいというふうなところが出てくると思っております。 

○泉北ニューデザイン推進室   泉北ニューデザイン推進室の田辺と申します。 

  先ほどのこの説明で補足させていただきますと、実際に泉北ニュータウンでの転入・転出

の差を追っているのですけれども、やはり転出が毎年超過しているという実態がございます。

ただ、近年の傾向としては、転出超過の数はどんどん増え続けているというより、やや転出

超過の傾向に歯止めがかかりつつあると、ただ転出超過という事実は変わらないですが、そ

の傾向は少し出てきているという状況です。また、推計値との関係性になりますけれども、

３９歳以下人口を含めた６４歳以下の人口につきましては、実態としては当初の将来推計ど

おりの推計値にほぼなっているのですけれども、６５歳以上の方の人口が将来推計の数字よ

りも約３％上振れしておりまして、これは、実際にお住まいの方が長生きされているという

可能性がありますので、このようなところの傾向が３９歳以下人口の割合を引き下げている
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要因の１つになったというふうに考えております。 

○住宅施策推進課   続いて、空き家についてですけれども、お二人の委員からご意見いた

だきましたが、今回中間年次でしたので、進捗が悪かったとしてもまずは推移を見てみるこ

とが大切ということで、指標をそのまま行かせていただいたというところがございます。国

の計画でも管理不全の空き家を課題にしていますので、管理不全であることが問題であると

いうのは感じておりまして、参考資料４で、１６ページになるのですけれども、腐朽・破損

の有無別空き家を出させていただいていまして、こういった形で指標にするかどうかという

のは考えながら資料には入れさせていただいたところでございます。もう一つ指標をという

ことも検討したいと、大きい指標とサブのというか、小さい指標というか、観測していく指

標というようなことも検討していきたいなというふうに思います。 

○池内会長   ありがとうございました。泉北のほうは、小堀委員、いまの説明でいかがで

しょうか。 

○小堀委員   管理不全の空き家については、佐野委員がおっしゃったように、空き家の数

でみるのがいいのか、あるいは管理不全の数がいいのかと思いますが、ニュータウンのほう

はなかなか一概に３９歳以下の人口割合だけをもって、この住生活の話ができる状態なのか

なというように思えてならないんです。私は住宅政策のプロでもありませんけれども、昨年

の時点で本来であれば、地域包括ケアシステムが住まいも入って完成をしていなければなら

なかったにもかかわらず、残念ながら地域包括ケアというのは、残念ながら未完成のまま進

んでいるということは、もうこれは地域福祉の世界ではよく言われていることだと思います

し、その中で実際に今回例えばですけれども、住宅の大家さんに対して居住支援法人という

のですか、こういったインフォーマルなサービスを言わば一旦法人などが提供しなきゃなら

なくなってきている現状は、僕は地域コミュニティの崩壊じゃないかなと思うのです。そう

いった意味で例えば、今のご説明のとおり、泉北の小学校で今のまま行くと８割があと５年

後には１学年１クラスになってしまう。その原因がどこにあるのかということはやはり判断

をした上で、やはり施策を打っていかないと、地域コミュニティそのものが成り立たなくな

ってきている中で、子育て世帯が今転入しているかといっても、それはあくまでもここに今

日は実は持ってきたのですけれども、駅前のマンションがあるところだけが唯一、何とかか

ろうじて維持しているし、そのマンションもご案内のように分譲ですから、一度子育て世帯

が入れば、そのときだけバッと数字は上がりますけれども、その後はもう瞬く間に下がって

いくと、ただ一方で、我々は近隣住区論に基づいたまちづくりをしてきたので、小学校イコ

ール地域コミュニティの核であり、それがもう既に弱体化をしている中で、それを指標に用

いずに、もっともらしいことを言われても納得ができないし、挙句の果てに、人口割合の目

標を下げますということを言われると、正直に逆に住民に対して住生活をどうしていただき

たいのかということをきちっと説明しなきゃならないのではないかな。でないと、将来像が
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描けないということにもなりかねないと思うのです。実際にここの資料に中にＵＲさんの新

しい住宅についても書いていただいていますけれども、当該の小学校区では２０人程度です、

１学年の新入生が。こういう学校だという実態をどれぐらいの方がご存じで、きれいな住宅

に入居されたのかというと、学校が近いとか、チラシだけを見られて、入学式に行って驚か

れるなんていうケースなんかも最近泉北ニュータウンでよく聞く話ですし、やはりその原因

が何なのか、皆さんはご承知されているはずだと思うので、やはりその上でこの場でしっか

り共有をしていただいて、先生方の卓越した知見もお借りしながら、特に我々ニュータウン、

せめてですけれども、公的賃貸住宅の建て替え、今よりも進めていただいて、そこに分譲で

はなく賃貸住宅を導入する方法があれば、多少なりともあと数名毎年新入生がいれば、かろ

うじて１学年１クラスを維持できたりするという実情があるので、今国のほうでは、賃貸住

宅を流通させていこうということで、大月教授なんかも積極的にご発信されていると聞いて

おりますので、ぜひその辺も議論の俎上に上げていただけたら非常にありがたいなと思って

おるところでございます。 

  以上です。 

○池内会長   ありがとうございます。重要な視点ですね。どうでしょう、公的賃貸住宅の

お話、多分全国的にも同じところがあるかと思います。ＵＲさんは泉北だけでなく、全国的

なことでもいいですけれども何かございますか。 

○佐藤委員   ありがとうございます。小堀委員もおっしゃったように、私どもが供給して

きたエリアで若年層が増えるという状況のところはなかなか少なくて、特に郊外、遠いとこ

ろになればなるほど厳しい状況にはなってございます。その中で今日テーマの１つの泉北ニ

ュータウンにつきましては、数年前から新しい住宅に建て替えをさせていただいているわけ

ですけれども、これも非常に厳しい事業環境の中で何とか粘り強くやり続けているという状

況でございます。やはり古い物件の方がよりアフォーダブルな住宅ではあるわけですけども、

今のニーズに合った駅に近いところで新しい物件が賃貸で必要だというのは我々事業者とし

ても認識していますので、歯を食いしばってやり続けるというふうには考えております。 

  全国的には建て替えができるところが限られていますので、私どももどこを優先して、ど

う投資をしていくのかというのは本当に厳しい状況ではあるのですけれども、いろいろなバ

ランスを見ながら地域が活性化する方向に向けて、微力ながら尽力していきたいというふう

に考えております。 

  以上です。 

○池内会長   ありがとうございました。例えば郊外居住とかで子育て世代というか、居住

者の皆さんが地域コミュニティの活性化というものが楽しいなと思って、どんどん居住を少

しでも推進されて、「ちょっと郊外であっても駅前でなくても居住してみたい」という事例

をＵＲさんの中である（共有しておられる）のですかね、何か全国的な話として。 
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○佐藤委員   立地に限らずではあるのですけれども、コミュニティを少しでもゼロの状態

から何かつながりができるような、出会い、触れ合いの場をつくるような仕掛けですとか、

既存の高齢化している自治会さんなんかと新しい世代の出会いの場をつくったりとか、そう

いういわゆるソフトの取組を数年前から随所でやり始めています。そこで得られた知見を横

展開していまして、関西でやり始めたことで全国展開になりつつあるのが、「ＤＡＮＣＨＩ

つながるーむ」といって、夏休みに団地の集会所にお子さんたちに来ていただくような期間

を設けまして、そこでお勉強をしていただいたり、地域の学生さんたちが参加していたりと

か、ちょっと楽しいイベントもあったりとか、そういうようなことを随所でやっています。

限られたリソースの中でそういうソフトのこともやりながら、今おっしゃっていたように住

みたいなと思えるようなまちにしていきたいというものです。この間ＮＨＫの英語の番組で

ピーター・バラカンという人がやっていた「ジャパノロジー」という番組で、団地特集があ

り、弊社だけではなくて公社さんの物件も含めて、いろいろな取組を取り上げていただきま

した。ピーター・バラカンさんはイギリスの方で、ピーターさんに僕は別の番組でメッセー

ジを送って返事をもらったのですけど、やはりイギリスでは公営住宅には関わりたくないと

いうか、入ったこともないですよ、というご返事でした。日本の公共の賃貸の団地というの

はまだ可能性があるし、西欧に比べるとコミュニティもまだまだこれから復活させる期待も

できるのかなというふうに思っていますので、微力ながらですが、引き続き取組を継続して

いきたいと思っています。 

  以上です。 

○池内会長   ありがとうございました。いろいろな若い人の生き方とか、住まい方の変化

をうまく捉えるというところも大事なのかなと思ったりはしております。具体的に皆が悩ん

でいるところなんじゃないのかなというところもあります。 

  指標に関しましては、やはり私自身は元の計画で、たとえバツがついても、三角がついて

も、そのままにするべきだと思っています。時代の変化も表していますし、「何か悪くなっ

たから、何か低いので・・・」を理由に改定していると言われるのもよくないので、やはり

元は元で残したほうがいいと思います。５年、その間の計画のところに、先ほど佐野委員、

ほかの委員もおっしゃってくださったみたいに、小項目みたいなのをつけていくとかで時代

に合った次の５年を見据えて、新たに反映できるようなものを少し追記するというような方

向が今のご意見、皆さんのご意見を聞いていていいのかなと思いました。 

  空き家のほうは簡単そうですね。空き家の数だけじゃなくて、管理不全空き家にというこ

とで。泉北ニュータウンの３９歳以下の人口割合というのも、その下に小項目をつけて、

「実際にいい兆しもある」のであれば、それも拾いながらやっていけるようなものをつけた

ほうがいいのかなと思います。それは５年後に実はマイナスに働くこともあるのですけれど、

それは時代の変化なので、受け止めることは大事かなと私なんかは思います。となると、子
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育て世帯の誘導居住面積水準の達成率というのも、何か小項目をつけることはできるのです

かね。「諦めないでおきましょう」という言い方だと思うので。 

水野委員、お願いします。 

○水野委員   今会長がおっしゃったとおり、三角がついてもバツがついても、そこはしっ

かりと見ていくことが大切だと思っています。その上で枝指標みたいな話もあると思います

し、私が先ほど申し上げたのは、我々は指標を達成するのが目標ではなくて、基本目標がち

ゃんと進んでいるかというところがやはり一番気になっている。ただ、それが一番分かりや

すいものが、今の指標として上がっているというようなところなので、今示されているとこ

ろが現状とかい離しているのであれば、枝指標をしっかりつけて、基本目標がちゃんと進捗

しているというところを示していただけるといいのではないかと思いました。 

  あとは、指標を今現段階でチェックした上で、やはり今後を見越して、こういうところに

力を入れていくよみたいなところがしっかりと追記されてほしいなというのが私の思いです。

例えば、空き家が思った以上に増えている状況があるわけですけれども、例えば令和７年度

から空家等管理活用支援法人の指定が始まっているわけですが、今その成果はこの指標には

出てこないですね。新しい取組があって、これをしっかりと進めていけばある程度空き家の

発生を抑止できるんだというようなことが記載できるのであれば記載していただきたい。そ

ういったところでは、私の一番最初の意見になったのですけども、今回の法改正関連の部分

の記述は今現段階でしっかり赤文字で入れられていると思うのですけれども、それ以外につ

いても記載できる部分については記載していただければと思います。 

  以上です。 

○池内会長   そうですね、真ん中の年次なので、これまで進んできたこともあるでしょう

し。残念ながらゼロベースのままのこともあるでしょうけれど、そこの部分を途中なので、

しっかり書いていくということ、どこを見たらいいのかというのが記されているということ

が大事なのかなと。それで最終的に目的を達成できるかというところだと思います。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  岸本委員、お願いいたします。 

○岸本委員   自治連合会、岸本です。よろしくお願いいたします。 

  この評価についてですけども、丸、二重丸、三角とありますけども、この最終目標は令和

１２年というところで、５年経過したということで、最終目標をクリアしているものもあり

ますから、何でこれがうまくいったのかという、それぞれの項目についての施策があるはず

なのですよね。だから、何が成功して何が失敗したのかというのを検証しながらやっていか

なければ、ただ単なる目標クリアだからこれはいいよねというのではなくて、どうやったら

こうやってできたのかという中身をやはり検証しながら、次へ向かっていく必要があると。

だからあと５年で、今の中間で次はどうしていくのかというのはやはり必要なのかなとは思
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います。よろしくお願いします。 

○池内会長   ありがとうございます。どうでしょうか、二重丸、爆発的にこれはこれでう

まく進んでいるものだと思いますが、１つぐらい説明できますか。簡単でいいですけど。意

外とうまくいったところはスルーしてしまう傾向にありますが。 

○住宅施策推進課   安全で良質なマンションストックの形成というところで、２５年以上

の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している管理組合の割合というのは、前回は結

構アンケートの回収率が低かったというようなところもあったのですけれども、今回実態調

査をして回答のも多くなった中で、結構な割合を達成できたと考えています。 

○池内会長   今の説明はどこのページを見ればわかりますか。 

○住宅施策推進課   参考資料の３ページの、４の安全で良質なマンションストックに形成

のところの９番の成果指標です。 

○池内会長   ９番の成果指標ですね。 

○住宅施策推進課   あと、長期優良住宅のストック戸数というのもかなり進んできたと思

います。住宅を建てられる意向の方が堺市で多いというのもあるとは思うのですけれども、

大阪府下でもトップクラスだと思います。手続きについて電子申請にも取り組んでいますし、

申請しやすいのかもしれないですけれども、皆さんに認定が周知されて、認定を取っていこ

うというふうに考えていただけたのかなと思います。 

○池内会長   ありがとうございます。となると、今回上がっただけで終わったら、最終的

に二重丸が丸になったり、そういうこともあるかもしれないです。岸本委員がおっしゃった

みたいに、数値を見ていくことは大事なことなのかなと思います。 

  そのほかいかがでしょうか。この数値のところで何かご意見はありますでしょうか。 

  別のところでも今回の計画案、資料１でも結構ですので、何か委員の皆様の分野からのご

意見をいただけたらなと思います。ほかにございますでしょうか。 

  西川委員、お願いいたします。 

○西川委員   議会の西川です。 

  戦後、日本のこの本市におきましても、九州から勤めに来ているとか、家族で引っ越しと

か、大変住宅難の時代がありました。一方では、堺市は大変居住環境の芳しくない地域もあ

ったのですけれども、一定戦後に努力をやってきて、まだまだ完全、１００％じゃないです

けれども、目標を達成してきたというふうに考えるのですね。ここで民間住宅メーカーでし

たら、新築着工戸数がもうどんどん落ちているわけなので、メンテナンスやリフォーム、あ

るいは管理のほうを従業員や営業のほうにシフトをやっていっている。それと同じように、

やはり官のほうも一定これからは何を目標にしないといけないのかというのが大変明確にし

ないといけないんじゃないかというふうに考えます。東京のああいったバブルで建築費も高

いのですけれども、億ションがどんどん増えるという場合、全国津津浦浦そうなっているわ
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けじゃ決してありませんので、千里ニュータウンの駅前だったら５階建てを１７階建てに建

替えたら、前の居住者にそのまま住んでもらってとできるのですけど、なかなか建て替えは

難しいというような時代なので、堺市の目標としては、ここにいろいろもう書いているので

すけれども、やはり居住面積であったり防犯対策、あるいは災害避難であるとか、今高市政

権が推し進めている核シェルターと言ったら大げさですけれども、例えば１，０００人も住

むような大規模マンションでしたら、あるいは、金岡南校区だったら、１つの小学校に多く

避難することが数年前にありました。そうしたら、市職員で対応できない。一度に１，００

０人がそこへ避難することになったら大変な事態になる。それだったら、最初から核シェル

ターまでいかなくても、ちょっと避難できるようなのをそれぞれ義務化する、実際に核と名

前を入れないといけないから、なかなかそこまでの基準は難しいんだけれども、欧米では一

部新しい病院を造るとなったら、地下の駐車場は全部もう臨時ベッドを置けるようになると

か、あるいは、よく言われる、東京の大江戸線なんかは地下５０メートルまでそのまま避難

所にできるとか、いろいろな使い方はあると思うので、堺市が先行して一部避難所もできる

というのか、各マンションに建築のときにちょっと努力をやってもらったら、社会全体とし

てコスト削減になるのではないかなというふうに思います。というのは、先だって、私は石

垣島と宮古島に視察へ行ってきたのですけれども、島嶼防衛の最前線なので、島民５万人、

あるいは２万８，０００人が九州に一旦避難する、山口県を含めてですけれども、そのため

の避難所というので、エアコン、空調から何から物すごいコストがやはりかかるのですね。

半地下にすることによって、コンクリートを６０センチか４０センチ厚で行けるとか、いろ

いろあるのですけれども、これだけやはりコストがかかるのかというふうに思ったので、こ

れから公共施設を造る際に、そういうのも最初に誘い水でやることによって、全体として大

変避難所としてのコストが削減できるんじゃないかなというふうに思っています。 

  それが一点と、それと山本先生も触れられました、マンションの老朽化、あるいは居住者

の高齢化、先だって、私も政令市議会が全国に２０市があって、それの政調会で意見書を作

っているところだったのですけれども、札幌市でなかなか住民の意思表示ができない、いわ

ゆる修繕積立金を十分にされていないから、それもなかなか１００％の賛同を得られないと

いう問題で、日本においては阪神淡路大震災で建て替えでできないというので、一定基準が

下がったわけですけれども、まだまだ価値ある場所にあるマンションばかりじゃないので、

この問題が大きいなと。堺市においては、去年か一昨年、大豆塚町というところで空き家を

代執行で市の費用で安全対策で潰したという先駆けて事例があります。これがマンションと

なったら、これはちょっと大変な費用であったり、権利関係が入り組んで難しいなというふ

うには思って、それなら法的にしっかりと最初に一歩、所有者管理の原則ですけれども、マ

ンション管理適正化法の中身をしっかりとやったものに一層しないといけないというふうに

意見として思っています。それで足らない部分は、堺市の条例でもいいから、方向性を明確
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に打ち出すべきだというふうに考えています。 

  意見になりましたけれども、以上です。 

○池内会長   ありがとうございました。私、防災の専門なので申し上げますと、全国的に

災害直後に使用継続できる建物ストックが非常に少なくて、堺市でも災害後は絶対に同じこ

とが起こります。また能登半島地震でも災害が起こった後に市の職員、市町の職員が一生懸

命頑張るのですけど、皆辞めていっちゃう、バーンアウトしちゃっていなくなってしまうと。

これから人口減になっていくので、人口減に対してどのように防災対策をやっていくかとい

うことが本当に問われています。今までの防災対策、お金がかかっている防災対策だけでは

もう済まないというのは西川委員の本当におっしゃったとおりです。公的建物の位置づけ、

本当に公的建物の中に避難者を入れる計画をあらかじめ作っておくとか、建物の地下にあか

らじめ災害後に必要となる何かを入れておく、とかというのは非常に大事な視点です。今回

のテーマは「住」のほうなので、公的・準公的、それから民間にかかわらず、おそらく「そ

れ（建設時から災害時を考えた建て方）をしないと建てさせません」ぐらいの時代はもう来

るであろうと私も思っています。お金がないから何もできない、という発想からは、ちょっ

ととにかく離れていただいて。災害後もお金はありませんから、災害前にやっていただきた

いという西川委員の意見には非常に賛同いたします。ただ、これは非常に難しくて、やはり

現行法の中でどうやってそれをやっていくか、とか、先駆けてやり過ぎて、「日常時に何も

使えていない」ということを怒られるとか、そういうことがあるので、ちょっと工夫はして

いかないといけないので。有識者の皆様のご意見もぜひ防災のほうにお力をお貸しいただき

たいなと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  松下委員、お願いします。 

○松下委員   もう一つの三角のところですけども、誘導居住面積水準達成率、これはなか

なか数字を見ると難しいなという気がしまして、４人家族で１２５平米ってなかなか難しい

数字ですし、これは計測可能な数値を目標として当然立てておられるんだと思うのですけど

も、おそらく消費者の方というのは面積が広いほうがいいですけども、都心部のより利便性

が高いところ、狭くてもそちらを選択するという方も増えていると思います。今食品でも何

でもステルス値上げとかと言っているように、だんだん値上がりをしているので小さくして

いくと、そういうデベロッパーや供給者側も小さくて購入可能なものを供給していくという

方向があると思いますので、こういうふうに誘導居住面積水準というのは国交省の指標です

けども、本当に何かできることがあるのかなと。まず所得が上がらないといけないですし、

供給者も安くて広いものを供給しないといけないですしということを考えると例えば、狭く

ても通勤時間が短くなっているとか、都心部で利便性の高い生活ができているとか、そうい

ったことも１つの指標になるのかなという気がします。面積だけを達成しようとすると、や
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はり三角がどうしてもついてしまうかなという気がいたしました。 

  以上です。 

○池内会長   ありがとうございます。何か枝番としてでも、もしくは、何かをやった、み

たいなことなど、付け加えていいようなアドバイスってありますか。指標としてとなると、

ちょっと重たいのですけども、別添資料でもいいかなと思うのですが。 

○松下委員   そうですね、例えば持ち家率のようなものは使われたことはないのでしょう

か。 

○池内会長   持ち家率、とは、賃貸か持ち家か、ということですね。分譲マンションもし

くは一戸建ての持ち家かということですよね。どうでしょう。今まで使った、参考資料とし

てでも見ておられたことってありますか。 

○住宅施策推進課   参考資料の４になりますが、令和５年の住宅・土地統計調査、５ペー

ジで所有関係別の状況ということで、本市の場合は持ち家が約６０％ということで、持ち家

の割合というのを把握はしていますので、これを年代別とかで見ていくというのはあるかな

と思います。 

○池内会長   ありがとうございます。ご検討いただければと思います。 

  そのほか、ご意見ありますでしょうか。 

  小西委員、お願いいたします。 

○小西委員   小西でございます。 

  評価指標のところについては、成果評価、直接これ自体が目的ではないというお話ではあ

るのですけれども、参考資料１の中では、後ろにたくさん取り組まれている施策も入れられ

ていますが、この成果指標とこの施策との相関がちょっと見えにくいものもありますので、

その辺は整理をしていただくと良いかと思います。また、これは何のためにやっているもの

なのかというのがもう少し分かるようにしていただいて、それの上で成果指標が目標ではな

いとは言いながらも、それを高めるためにどこを重点的にやっていくのかということが示さ

れているといいのかなと思いました。 

  あと資料１で申しますと、今回、基本的には法改正に基づいて、それに合わせていく形で

の改定ということですけれども、改定案のほうを見させていただきますと、空き家対策関連

では空家等管理活用支援法人、マンション管理関連ではマンション管理適正化支援法人、住

宅セーフティネット関連では堺市居住支援協議会をつくられる、もしくはこれから設定して

いくとなっています。その文言だけが入っているのですけれども、せっかく新しいものをつ

くったり指定をされるという中では、そこの部分をもう少し丁寧にご説明をするような改定

になっていてもいいのかなと思います。あと、既存の制度、仕組みとのすみ分け、かぶって

いるところとかはないのかなというようなところが少し気になりました。具体的には、堺市

の居住支援協議会の設置と、Ｏｓａｋａあんしん住まい推進協議会という既存のもののすみ
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分けみたいなのがあまり理解ができていないのですけれども、住民の方に対して選択肢が増

えていっていることをよしとするのか、複数のものができることで煩雑になっていくという

ところはないのかというようなところは、整理をいただいたほうがいいのかなと思いました。 

  以上です。 

○池内会長   後半の部分についてご説明できますか、「かぶっているのかどうか」につい

て。 

○住宅施策推進課   Ｏｓａｋａあんしん住まい推進協議会と、堺市にできました堺市居住

支援協議会ですけれども、今回法改正で市町の居住支援協議会が努力義務化され、よりきめ

細かい支援を行えるようにというところがあると思います。ただ市の居住支援協議会はでき

たばかりでというところで、今活動を模索しながら進めているというようなところではござ

います。この１年間で実際に居住支援をしていくというところで、市の中で住まいを探して

いる方に対して協力してくださる協力店というのを堺市の中で募集していったというところ

で、大阪府の協議会のほうが大きなところをされていて、堺市のほうでは、実際に居住支援

をしていくような仕組みをつくっていっているというような形かなと思います。 

○池内会長   そこの連携は取れているのですか。一緒にばらばらで動いたら多分何となく

不具合が起こるような。中岡委員、お願いいたします。 

○中岡委員   大阪府の中岡でございます。 

大阪府の居住支援協議会のご質問もありますので。府の協議会はそれぞれ市ごとの居住支

援協議会、居住支援法人ができる前からかなりやっていまして、要するに、大阪府全域で居

住支援をするのを盛り上げていこうじゃないかというのが、まず１つの目的でございます。

ですので、その中でいろいろな居住支援法人が立ち上がってきたり、居住支援協議会が堺市

でできたりして、府の協議会では、そういう方々の先行的な事例を紹介したり、例えば居住

支援をやるに当たっても、その市域だけで活動されている法人だけでなくて、もう少し隣の

市であるとか、そういったところのマッチングなどをやっておりますので、先ほど堺市さん

もご説明がありましたけど、府の協議会では実際に居住支援をやっているというところでは

ございませんので、まずそこは大きな違いがあると思います。 

  府でも各市町村で居住支援協議会を作っていただくというのが一番の重要な課題といいま

すか、私ども府が自ら協議会を作ることはないので、できるだけ市のほうでつくっていただ

けたらと。これはまだまだ難しいですけれども、ほぼ全ての市町村でつくっていただこうと

いう大きな目標を掲げて今やっておりまして、それに対して先ほど申し上げましたように、

マッチングをするとかいろいろな支援、私どもは少し補助制度がございますので、そういっ

たことを使ってご支援をさせていただいているような状況でございます。 

○池内会長   いろいろな取組の中でよくみられる構図かなと思うのですけども、都道府県

から先行して、その次に市町がつくってということで、府のほうでノウハウがおありだと思
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いますので、ぜひばらばらであまりやることなく、ご一緒に動いていただき、いい関係を築

いていただいて、情報共有をぜひしていただくことが一番大事なのかなというふうに思いま

す。堺市さんが先行してバリバリとやっていただいて、大阪府の中の優等生になっていただ

いたらいいんじゃないかと私は思いますので、最初（始めたところ）と言わずに、ぜひ頑張

っていただきたいと思います。 

  大阪府のほうから特に今回の件に関して、何かご意見がありましたらお願いできますか。 

○中岡委員   ありがとうございます。私どもは行政でございますので、堺市さんのお気持

ちがよく分かりながらお伺いさせていただきました。でもいろいろなご意見をお伺いして、

とても参考になるなと思っています。一つ、細かい点でございますが、この成果指標の中に

例えば省エネとか、そういう環境の配慮というのはないのかなと少し思ったりしています。 

  それから、これは実は私どものほうも都道府県の住生活基本計画がございまして、それの

改定を来年度にしようとしております。今年度、私どもの審議会で諮問に対する答申をいた

だいたばかりでございまして、それを行政計画にどう反映していくかというのが来年度の作

業になります。その中でいろいろご意見をいただいているのですけれども、どうしてもこう

いう計画というのは、特に大阪府であれば府内全域を見ますので、そうなってしまうという

ところもあるのですけど、網羅的に総花的にどうしてもなってしまいます。これをいつも改

定のときに委員の皆様方から、もっと大阪らしいことはないのかと、こう言われてしまいま

す。先ほどなぜ省エネという話をしたかといいますと、確か泉北ニュータウンでもいろいろ

な省エネの住宅の関係などで、すごくいい取組をされているなと思って私どもは見ておりま

したので、例えば何か省エネに限らず、堺市さんらしさというのが打ち出せるものといいま

すか、何かそういうものがあればと思い聞いておりました。全面改定であればそこからでき

るのでしょうけども、今回は部分改定なので難しいところはあるのですけども、何かそうい

う施策なりがあればなと思いました。ありがとうございます。 

○池内会長   そのあたり、いかがでしょうか。今目立ってエネルギー、ライフライン等は

出てきていないですけど、どこかには何らかのものが入っていますということはありますで

しょうか。 

○住宅施策推進課   直接的に省エネという言葉はないのですけれども、長期優良住宅では、

省エネ性能のある住宅を評価して認定していますので、そのあたりでかなり件数が伸びてい

るというところは二重丸なのかなというふうに考えております。 

○池内会長   ありがとうございます。指標の⑦番ですね。ありがとうございました。 

  小堀委員、お願いします。 

○小堀委員   本来であれば、担当部局がお答えすべきことなのかもしれませんが、ニュー

タウンの中で、府営住宅であるとか、そういったものの建て替えが進み、その後余剰地につ

いて、これが市場に出回る際には、市としても補助金等でＺＥＨであったりとかということ
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について進めているのは、多分中岡委員であればご承知おきされているのかなと思います。

ただ一方で、先ほど佐藤委員からは、アフォーダブルな住宅、まさに我々ニュータウンが今

最も困っている点についておっしゃっていただいて言及いただきました。ただ、佐藤委員の

お話をお伺いして、洋光台あるいは高蔵寺ニュータウンなども見せていただいて、なるほど、

そういうことを考えてくださっているんだなということは伝わったのですが、やはりＵＲさ

んは住宅公団であったという背景から、やはり主体的に動いておられるなというのは非常に

拝見をしていて思うところです。ただ一方で、ご承知おきのとおり、私ども泉北ニュータウ

ンは、西川委員さんがおっしゃったように、大阪府の企業局が大阪府の慢性的な住宅不足を

解消するために、千里と泉北を開発してこられたという経緯があって、駅前の一部はＵＲさ

んですけれども、多くは府営住宅であったりあるいは大阪府住宅供給公社さんであって、そ

の建て替えがようやく進み出したところには、そういった導入策なども講じようがあるので

すけれども、なかなか用途廃止されても取り壊しが進まなかったりであるとか、あるいは供

給公社の場合ですと、西川委員さんがおっしゃったようにやはり維持管理の面で課題がある

と、正直になかなか若年層に選んでもらえる住宅になるかというと、幾ら価格だけが相場並

みでは意味がないので、その点についてもし可能であれば、大阪府さん並びに大阪府住宅供

給公社さんのお考えなんかもお聞かせいただけたら非常にありがたいなと思ったところです。 

  以上です。 

○池内会長   では、中岡委員からお願いします。 

○中岡委員   ありがとうございます。ご指摘のとおり、泉北ニュータウンに府営住宅はた

くさんございます。それはもう十分に承知しております。私どもも府営住宅の再編整備とい

いますか、あえて建替という言葉は使わないのですけども、再編整備は一生懸命進めており

ます。その中で、既によくご存じだと思いますが、私どもの事業の進め方として、ここでは

建替と集約廃止の２種類でやっております。この建替のほうは、公営住宅法に基づいて建替

を行いますので、例えば入居者に移転していただいて協力してもらうためには、法的に最終

的には強制的に明け渡しができる。ただ一方で、用途廃止のほうについては、入居者の移転

が公営住宅法で明け渡しの規定がされていない現状がございます。そういうことで府でも毎

年、国には要望しておるのですけれども、その中でどうしても入居者に他の団地に移ってく

ださいねと、移転費をこれだけ支払いますよという、そのことをご提示させていただいたと

しても、１棟に二、三世帯ぐらいはかなり長期に残られるという方がおられます。おそらく

泉北ニュータウンでも、すみません、私は細かく数字が分からないですが、たしかそういう

団地があるというふうに聞いております。ですので外から見ると、もうほとんど空き家にな

っているに早く壊してよと、次の土地利用をしてくださいよと、そういうふうに見えてしま

うのですが、そういう住宅であれば、私どもは速やかに撤去工事をして、次の土地利用転換

をして、円滑にやっているつもりでございます。ですので、そういう一生懸命頑張っても最
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後のところでなかなかうまくいかない、長期に移転されない方がいるというのが現状でござ

います。ただ、私どももそれで手をこまねいているということではなく、粘り強く丁寧に何

回も何回も訪問して対応しており、泉北ニュータウン以外の団地でももちろん集約廃止の事

業を成立させている団地もございますので、そこでのいろいろな経験、ノウハウを生かして、

粘り強くやっていくと、そういう状況でございます。 

  それからあと、建て替えの話でございますけれども、これもつい先日、担当者から聞いた

のですが、たしか泉北ニュータウンの団地の建替え工事の入札が不成立になって、再入札の

ために１年ぐらい遅れてしまったという事例があったと聞いています。この理由は２つ私は

あると思うのですが、もちろん金額の問題、それからもう一つ、どうしてもこの課題を乗り

越えないといけないのが人材不足、人手不足の問題ですね。金額のほうについては、建設物

価が右肩に上がってきた状況から、今はちょっと落ち着きつつありますが、予算もそれなり

に取って、そこはクリアしつつあるのですけど、どうしても人手不足のところの対応が難し

くて、それをどういうふうにやっていくかというと、もう何回も何回も繰り返し入札にかけ

るしかつないというふうに最近になって分かっております。要するに、民間の方々も業務の

隙間があるはずなので、そのタイミングがあえば入札が成立する、そんなこともあります。

ですので、いろいろな課題があって、すぐにやります、できますということはなかなか難し

いのですが、ご指摘いただいた課題というのは十分認識しておりますので、何とかうまく回

れるように、これから堺市さんともいろいろお話をさせていただきながら進めていけたらな

というふうに思っております。 

○池内会長   では、中野委員いかがでしょうか。少しコメントいただけますでしょうか。 

○中野委員   公社住宅につきましては、先ほどもありましたとおり、昭和４０年代の泉北

ニュータウンなどができた時代に建てた団地がかなり多く、大阪府内全体で２万１，０００

戸ありますが、そのうちの６割強が昭和のストックであり、それを今後どのように活用して

いくかが、今公社の一番大事な課題として社内で検討を進めているところでございます。た

だ大量にあるものですので、徐々にしか建て替えであったりとか更新をしていくことができ

ないということになり、現在、「みのお団地」や「新金岡団地」で建替事業を進めています

が、昨今の建築物価の高騰などにより、徐々にしか進めていけないという課題があります。

ただ、手をこまねいていても全然進まないということがありますし、一気に全部更新という

ことも会社の経済的な状況等もありますので、徐々に平準化しながらやっていこうじゃない

かと。そうすると、やはり昭和の建物の後ろのほうというのは、かなり長期に維持管理をや

っていかないといけない。耐用年数は７０年と言いますけど、それ以上長期にもたせていか

ないといけないことも考えていく必要があると思っています。そうすると、先ほどの課題、

公社はちょっと維持管理ができていないんじゃないかなというようなお話もありましたけど、

そういうところが非常に大事になってくるので、その辺の重点化というのは、今後引き続き
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やっていかないといけないかなと思っているところでございます。 

  加えて、耐震改修のところで、令和１７年度に概ね１００％をめざすというような今回の

目標値もございますが、公社でも今年度末で９５％という目標値を達成することができ、た

だ、残っているところが泉北ニュータウンで、数団地の耐震性のないところがございまして、

現在も原山台と赤坂台で耐震の工事を進めさせていただいているところですけれども、さら

にまだ２団地残っておりますので、その辺につきましては、ちょっと立地条件等がかなり難

しいところがあるのですけども、知見のあります堺市さんにご意見を頂戴しながら進めさせ

ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○池内会長   耐震化率向上だけは、いろいろな事情があるにせよ早急に、「減築」でもい

いので進めていただいたほうが全国的にはいいと思います。 

  あと、公的住宅に関しては、実は小規模災害のときに実はかなり利用価値がありまして。

避難者さんが移れたり一時的に住むことができる、小規模災害限定の場合が多いですが、災

害直後に移れるという良さもあります。もちろん新築になっていったり、潰して次の活用を、

ということもいろいろいいこともあるのですけど、すぐに進みませんから、今のコミュニテ

ィを大事にしながら、災害時のときにも使えるということを念頭に置いて徐々に徐々に整備

していただくという観点は、絶対忘れないでいただきたいなというふうに思います。ありが

とうございます。 

  私から指名させて頂きますが、金銭面で、住宅金融支援機構様がお見えになっておられま

すけれども、今回の堺市の計画、改定というか見直しについて、ここが足らないんじゃない

かとか、ここはもうちょっと行けるよ、みたいなところがあるとご意見を頂けるとありがた

いのですけれども。もしもそういうのがなくてもコメントをいただければと思います。 

○柴委員   住宅金融支援機構でございます。 

  堺市様とは資料の参考資料の１の３８ページに空き家の関係ですけども、関係団体との連

携というところの項目で、私ども全期間固定金利の住宅ローンでフラット３５というものを

ご提供しています。その中で地域連携型というものがありまして、堺市様では空き家の分野

で子育て世帯等空き家活用定住支援事業という事業を行っておられまして、こちらで当初５

年間ですけども０．５％の金利引下げを行っているということで連携をさせていただいてい

るところでございます。ご利用はそれほど多く出ているものではないのですが、私ども地域

連携型に取り組んでいる背景としまして、公共団体様の住宅施策の支援をするという側面が

ございます。多分ここにいらっしゃる方々だとニュース等でお聞きになったことがあるかも

しれませんが、今、一般の住宅ローンというのが民間の金融機関さんがご提供されているも

のでございまして、８割ぐらいが大体変動金利でご利用されているという状況でございます。

そういう中で、私どもはこういう施策の事業を公共団体様が行っているということを事業者

様に直接ご案内するという役割も担っているということを意識して、事業者様に堺市様では
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こういう事業を展開されていますということを、私どもの直接の利用につながらないことに

関しても、事業として私どもは支援をさせていただいているつもりでございます。 

  空き家につきましては、私どももこういったプランニングノートのところでちょっと支援

をさせていただいており、あるいは連携している自治体様につきましては、セミナー等をご

提供して、空き家の発生を何とか未然に防ぐというところで、特にご高齢の方、難しいので

すけども、リバースモーゲージの活用法等も含めてご案内をさせていただいているところで

ございます。先進的な取組としましては、例えば四国の高松市におきましては、リバース６

０という私どもの住宅融資の保険を提供しているのがありますけども、こちらに利子補給を

されているような施策を取り組まれているところもございます。空き家をできるだけ未然に

防ぐという啓発活動、こちらを私どもを中心にさせていただいております。 

  ファイナンスの面で行きますと、マンションの建て替えで今回一棟リノベーションとか、

除却事業という新たに項目が掲げられております。これらのファイナンスにつきましては、

もちろん民間でできることは民間でということになると思うのですが、なかなか民間では手

が挙がらないようなところにつきましては、私どもで支援していくということが新たな事業

として４月から行います。もし堺市様で事業者様のご相談があったり、何か連携したいお話

があれば、ぜひご連絡をいただきたいというふうに思っております。 

  マンション管理につきましては、修繕積立金の問題とか、今非常に目標が進捗していると

いうお話がありましたけれども、私どものマンションすまい・る債というものを発行してお

りまして、こちらも支援の一つになるのかなと思います。不足するものにつきましては、マ

ンション共用部分リフォーム融資をさせていただいております。こちらも私どもで相談を直

接受けまして、措置の対応をさせていただいております。また、マンションに係るセミナー

とか、資金面に関してのご相談とかは各自治体様からのお話があればお引き受けして、職員

を派遣して、セミナー等を行っておりますので、こちらももし必要があればお声がけいただ

きたいと思います。 

  あと、アフォーダブルな住宅に関しましても、実は住宅金融公庫時代は住宅供給公社様の

建設資金につきましては、ほぼ私どもで資金を法律上で出す形になっておりましたので、今、

建て替えが必要になってきているような事業のマンションというのは、私どもが融資してき

たものということになっています。これにつきましても、最近資金調達の関係というのは非

常に厳しいものがありますので、私どもも大都市を中心に、賃貸住宅の建設資金の融資、こ

れは国の制度に合致すればということですが、私どものほうで行わせていただいております。

最近、非常にお声がけをいただく機会、私どももご案内をさせていただいておりますけども、

そういった機会が増えてきていますので、こういった面でも私どもの支援ができるというこ

とでご案内させていただければと思います。引き続き堺市様のために、何ができるかを私ど

もも検討を重ねて支援をしてまいりたいと思っております。 
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  以上でございます。 

○池内会長   いろいろなご紹介をありがとうございました。特に父親・母親の家が古くな

って、もう高齢者施設に行ってしまい、こどもが実は持っていたり管理していて、みたいな

事例、建て替えるか除却するかなどで、「お金もないし」、みたいなところがあって、民間

の経済ベースに乗らないところの事例がたくさんあると思いますので、ぜひ堺市民の役に立

つようなファイナンスのほうにもお力添えをお願いしたいと思います。 

  その他、何かご意見等ございますでしょうか。 

○小堀委員   柴委員に質問してもいいですか。 

○池内会長   はい。 

○小堀委員   大変貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。柴委員にお

尋ねしたいのですけれども、先ほどまさにおっしゃった、国の戦後の住宅施策の中で果たし

てこられた前身の役割も大きかったと思うのですけど、大阪府住宅供給公社さんも供給公社

さんで大変非常に厳しい計画をもっと時代に突きつけられたという経緯があって、なかなか

身動きが取りにくいというところも実は泉北ニュータウンの場合はございまして、仮にです

けれども、民間が例えばですけれども、入札に出された土地を取得して、そこに賃貸住宅な

んかを建てようとする場合に、何らかの得られる支援策みたいなのはあるのでしょうか。も

しあればご教示願いたいのと、仮にその場合、どういった条件に合致しなければならないの

かというのも教えていただけたらありがたいなと思いまして、すみませんが、教えていただ

ければと思います。 

○柴委員   ありがとうございます。今お話がありましたのは、泉北ニュータウンで現在は

更地になっているところでございますか、そこにつきましては、民間の事業者様が土地を所

有されて、そこに賃貸住宅を建てるということであれば、私どもの賃貸住宅建設融資という

のがあります。そちらの融資制度に合致しているということ、床面積等も決まっているので

すけど、そちらに合致していて、あとは事業として成り立つのかというのが最終的には当然

あります。現実的にはよほど一等地じゃない限り、満額融資というのはほぼ出ない状況にな

っています。ですから、事業されるときには、一定に手持ち金というか、自己資金を入れて

いただくというのがスタンスになっております。ただ、民間の金融機関ほどはおそらくそう

いった何十％とか、一律の扱いみたいなことじゃなくて、私どもは事業ごとに見ていますの

で、その事業が本当に地域にとってすばらしい事業で、収益もそれなりのものが出るのであ

れば、かなり期待できることになるんじゃないかなというふうに思います。 

  以上です。 

○池内会長   ありがとうございました。 

  その他、ご意見等はございますでしょうか。 

  佐野委員、お願いします。 
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○佐野委員   ありがとうございます。今までと全く違うのですけど、近大の病院が堺市の

ほうに移ってきたと思うのですけど、その影響というのが多分今後住宅のほうにも何か現れ

てきそうな気もするので、そのあたりも今後注視していくというのがちょっと必要なのかな

という気もしていまして、そのあたりはいかがなのでしょうか。 

○池内会長   どうでしょうか、委員の方でもどうぞ。 

○岸本委員   自治連合会、岸本です。 

  まさに近大病院さんが来られました三原台の自治会長でございますけども、やはりいろい

ろな問題が出てくるのは当たり前の話ですけども、やはり先生方もお住まいとか、いろいろ

なことをやはり聞くところによると、近隣で入っておられたり、マンションを購入されたり

というのが多くなってきていまして、近大さんが来たおかげで地価も上がってきたというこ

とにもなっておりますので、一般の我々にとったら、手が出にくい高額になってきているの

かなと思いますけども、やはり活性化の意味では若い子たちも来ますので、その子たちが泉

北に住んでもらえれば、年齢も高齢化率も下がってくるのかなと思いますので、そういう住

まい方を学校でも推奨してもらったらありがたいかなと思っております。やはりこれは絶対

に堺市としてやっていかなければいけない問題かなと思っておりますので、学生だけの問題

じゃないですけど、やはり学校のほうも地元貢献の意味でも堺で住む、泉北で住むというの

を推奨してもらったらありがたいと思います。 

○小堀委員   関係者の方もいらっしゃるので、ご紹介を兼ねてですけれども、まさに近畿

大学医学部さんが移転をしてこられるに当たって、ニュータウンの中で一番大きな府営住宅、

これをもう本当に岸本会長のご尽力もあって、解体までこぎつけるのに本当に大変なご苦労

もありました。ただ一番ご苦労されたのは、まさに当初近畿大学移転の計画がなかったとき

には、この団地は建て替えませんから、そのまま住んでいていいですよと言われたお年寄り

の方が、段階的に建て替えていかなければならないので最大で二度の移転を強いられること

となりました。もう間もなくですけれども、看護学部が開学をされようかと思うのです。Ｕ

Ｒさんのすぐそばで藤田保健衛生医科大学、藤田保健医大さんがすぐそばだということで、

暮らしの保健室を団地の中につくっていらっしゃる、大変非常に示唆に富んだ先進事例だな

と私は思って拝見をさせていただいていまして、医学部さんではなかなか難しいのかもしれ

ないですけど、看護学部さんがもしできれば、まさに先ほどご紹介のあった集会所の活用な

んかもしていただいて、そこにお住まいの高齢者の方が二度引っ越しをして大変やったけど、

近所の病院が来て、いざというときは安心やし、日頃も少しずつでも健康に近づけていける

なというような先進的な事例をぜひ佐野先生のお力添えもいただいて、ぜひ働きかけていた

だけたら、もう本当にありがたいなと思ってございます。 

  以上です。 

○池内会長   ありがとうございました。十分な非常にパワーの強いものがやってきたとい
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うことで、地域と一緒に歩んでいただけたらなと思います。 

  その他、ご意見等ありますでしょうか。 

この資料２を見ていただきまして、スケジュールが大事かなと思っております。資料が１

枚ありまして、本日、令和８年３月２３日ということで、会議をさせていただいております。

トントントントンと行きまして、パブコメが令和８年１２月から令和９年１月頃ということ

で、この審議会でご議論いただいた、意見をいただいた内容をきちんと堺市民にご提示をし

ていくということになると思います。案の取りまとめなので、今の審議会の話を盛り込んだ

内容をパブコメしていくということで、今日の３月末から１２月までの間に、今日のいただ

いたご意見を盛り込んで整理いただく分は整理していただいて、指標の部分の枝指標をつく

るのであれば、そこに入れていただいて、ということになります。７月から８月が青色にな

っていますが、ここから１２月末、年内に、このスケジュール感でやっていくということが

最後にお話としてありました。これは繰り返してお伝えしておこうかなというふうに思いま

す。 

  このスケジュールに関しても、特にご意見等ありませんか。よろしいでしょうか。 

  それでは次第に従ってまいりますと、「その他」ですが、今少し大きな話が多くて、中間

の改定であるとか、評価の入替えであるとかということを、この短い時間でたくさんのご意

見をいただきました。けれども、会の進行と、それから進め方についても何か気になる点等

がございましたら、ここでお聞きしようかなと思いますが、何かその他に関してもございま

すでしょうか。 

  そうですね、そのほか住宅に関係すること、堺市の住生活に関係することであればどのよ

うな意見でも結構ですけれども、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  副会長もいかがでしょうか。 

○加藤副会長   大丈夫です。 

○池内会長   では、本日の審議会は特にご意見もこれでないようですので、次回、計画の

改定素案と合わせて、事務局からまたデータなどをご用意いただいて、ご意見をいただくと

いう形で進めさせていただきたいということです。これについては、７月から８月頃を予定

しているということで、事務局、よろしいですか。 

  では、本日の意見を踏まえて、改定素案が主だと思いますけれども、それに合わせて、次

進行させていただきたいと思います。 

  ほかに何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それではないようですので、貴重なご意見をたくさんいただきましてありがとうございま

した。私も近大病院さんの話も含めまして、そうだなと思いながら聞いておりました。また

今後、いろいろな私たちの意見が反映されていくことを願っております。 

  それでは、進行を事務局へお返しさせていただきます。 
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○事務局   本日は貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。いただきましたご

意見について、整理した上で必要な修正を加えるなど、一部改定案の作成作業を進め、次回

の審議会において改めてご報告させていただきたいと考えております。引き続きご指導・ご

助言をいただきますようよろしくお願いいたします。 

  なお、次回の審議会は、令和８年７月から８月を予定しておりますが、本審議会終了後、

早期に日程調整を行った上で決まり次第、皆様にお知らせをさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

  これをもちまして、堺市住生活審議会を閉会いたします。本日はどうもありがとうござい

ました。 

 

（午後３時５４分閉会） 

 

 

 


